
第38号 平成26年1月21日

※画面及び印刷された図面の縮尺は原寸と異なります。

急傾斜　泉陽中

泉陽中

【参考資料4】土砂災害特別警戒区域等について
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第37号 平成26年1月21日

※画面及び印刷された図面の縮尺は原寸と異なります。

土石流　泉陽中

泉陽中
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急傾斜　三倉小

三倉小
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第37号 平成26年1月21日

※画面及び印刷された図面の縮尺は原寸と異なります。

土石流　三倉小

三倉小

095102
四角形



第443号 平成28年3月29日

※画面及び印刷された図面の縮尺は原寸と異なります。

急傾斜　天方小

天方小プール
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第443号 平成28年3月29日

※画面及び印刷された図面の縮尺は原寸と異なります。

天方小　急傾斜

天方小

095102
四角形



がけ条例

根拠法令 静岡県建築基準条例第10条

県内全域 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域

(都市計画区域内外によらない) (レッドゾーン） (イエローゾーン）

－

対象建築物 全ての建築物 居室を有する建築物 なし

建築物が区域にかかる場合

【崖下の敷地】 －

・擁壁壁等をつくる。

・建築物本体をRC造等にする。

【崖上の敷地】

対応方法の
例

・30度ラインの下に基礎等が入る
ようにする。

(別途、がけ条例への
対応等は必要になる
場合がある。)

建築物や擁壁を土砂の衝撃
力に耐える構造とする。建築
物で対応する場合はRC造と
することが望ましい。また、崖
面に対しては無開口とするこ
と

土砂法による区域(急傾斜地、土石流）

土砂災害防止法

建築基準法施行令第80条の３

HPで閲覧可能

【静岡県地理情報システム(GIS)】

がけ条例・土砂法による規制・必要な対策

対応が必要
になるケース

勾配が30度を超え、かつ高さが２
ｍを超える崖がある場合　(崖の下
端から、崖の高さの２倍を超える
位置に建築する場合を除く。）

対象となる区
域

区域の確認
方法




